
中大規模建築物等使用製材供給体制構築事業費補助金交付要綱 

令和２年７月２７日林振第５４７号 制定 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、品質と性能を保証する県産材製品の供給体制の強化を図るた

め、ＪＡＳ製材の認証工場としての認証取得に必要な設備整備に要する経費

に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。その補助金の交付に

関しては、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号。以下

「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助事業等） 

第２条 この補助金の交付の対象となる事業種目、設備区分、補助対象経費、

補助率及び補助事業者は、別表１に掲げるとおりとする。 

 

（補助金交付の申請） 

第３条  補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申

請書（様式第１号）に必要な書類を添付して、別に定める日までに知事に提

出しなければならない。 

 

（補助金の交付の決定） 

第４条 知事は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を

審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付

を決定するものとする。 

２ 知事は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこ

れに条件を付した場合はその条件を、補助金交付決定通知書（様式第２号）

により補助事業者に通知するものとする。 

 

（交付の条件） 

第５条 規則第６条の規定による補助金交付の条件は、次のとおりとする。 

（１）補助事業者は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変

更（別表１に定める重要な変更）及び補助事業を中止又は廃止をしようと

する場合には、変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）により知事

の承認を受けること。 

（２）補助事業が予定期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の

遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告しその指示を

受けること。 

（３）補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によ

り補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合

は、仕入控除税額報告書（様式第４号）により速やかに知事に報告するこ



と。なお、知事は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部

又は一部を補助事業者に納付させることができる。 

（４）補助事業者は、事業完了年度の翌年度から２年以内に製材－機械等

級区分構造用製材のＪＡＳ認証を取得し、少なくとも５年間は認証を

継続しなければならない。なお、認証を取得（継続）した場合には、

ＪＡＳ認証取得（継続）報告書（様式第５号）により、速やかに知事

に報告すること。  

（５）補助事業者が（１）から（４）までの条件に違反した場合、知事はこ

の補助金の全部又は一部の返還を補助事業者に対して求めることができ

る。 

 

（報告） 

第６条  補助事業者は、事業に着手したときは、速やかに、知事に事業着手報

告書（様式第６号）を提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から

起算して１箇月を経過した日又は交付決定をした年度の翌年度の４月１０

日のいずれか早い期日までに、補助金実績報告書（様式第７号）を知事に提

出しなければならない。 

３  補助事業者は、補助金により導入した機械の使用実績について事業完

了年度の翌年度から３年間調査し、調査年度の翌年度の５月末日までに

使用実績報告書（様式第８号）により、知事に報告するものとする。  

 

（補助金の額の確定） 

第７条 知事は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の実績の報告を受け

たときは、報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地検査により、その

報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した

条件に適合するものであるかどうかを検査し、適合すると認めたときは、交

付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額の確定通知書（様式第９号）に

より補助事業者に通知するものとする。  

 

（補助金の交付方法） 

第８条 補助金は、精算払いとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第９条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（機

械及び器具については、取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上のも

の）について、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和４０年大

蔵省令第１５号）に定められている耐用年数に相当する期間内においては、

知事の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して、使用し、譲渡し、交

換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 



  また、処分制限期間内に知事の承認を得て当該財産を処分したことにより

収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を県に納付させることがあ

る。 

    ただし、補助事業を行うに当たって、補助対象物件を担保に供し、自己

資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から融資を受ける場合であ

って、知事の承認を受けたものはこの限りでない。 

２ 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は財産処分承認申請書

（様式第１０号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 知事は、第１項の承認をしようとする場合において、原則として交付した

補助金のうち取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸し付け、又は担保に供した時から財産処分制限期間が経過するまで

の期間に相当する分を返還させるものとする。 

 

（検査） 

第１０条 知事が必要あると認めるときには、実地検査を行うことができる。 

 

（書類の保存） 

第１１条 補助事業者は、事業に係る関係書類について、事業等に係る予算及

び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、事業に係る歳入及

び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を事業の完了の日

（ 事業の廃止の指示を受けた場合には、その指示を受けた日）の属する年

度の翌年度から起算して５年間、整備保管しておかなければならない。ただ

し、取得財産等の財産処分制限期間が５年を超えるものについては、当該期

間が経過するまで関係書類を保管しなければならない。  

 

（施設の管理等）  

第１２条  補助事業者は、事業について厳正かつ的確な実施を期するとと

もに、事業の目的が十分達成されるよう事業完了後における管理に必要

な措置を講ずるものとする。  

２  補助事業者は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産等につ

いては、補助金の趣旨に即して適正に管理するものとする。  

３  補助事業者は、設備の管理状況を明確にするため、その種類、所在、

構造規模、価格、得喪変更の年月日等を記載した台帳を備えるものとす

る。  

４  補助事業者は、設備ごとに管理規程を定めて適正な管理を行うととも

に、その更新等に必要な資金（償却引当金等）の積立てに努めるものと

する。  

 

附 則 

  この要綱は、令和２年７月２７日から施行する。 



別表１ 

事業種目 木材加工流通設備整備 

設備区分 グレーディングマシン 

補助対象経費 本機購入費 

附属機械器具購入費 

本機及び附属機械器具の据付に必要な経費及び試験運転に係る

経費 

補助率 補助対象経費の１／２以内 

補助事業者 県内に事業所を有する木材加工事業者 

重要な変更 補助対象経費の増額又は２０％を超える減額 

  



様式第１号 

                                                         番     号 

                                                            年  月  日 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

 

                      （申請者） 

                         名   称                 
                                代表者氏名                  印   
 

 

 

中大規模建築物等使用製材供給体制構築事業費補助金交付申請書 

 

 

年度において、中大規模建築物等使用製材供給体制構築事業を次のとおり実

施したいので、同事業費補助金交付要綱第３条の規定により補助金の交付を申請

します。 

 

 １ 交付申請額 

 

  ２ 事業の目的 

 

 

 



  ３   事業の内容及び経費の配分 

（１）事業の内容  
 

（２）経費の配分  

経費の区分 
経費の内訳 

計 備考  
県補助金 市町村費 そ  の  他 

     
 

計      

   ※備考欄には、補助率等を記載する。  
 

  ４ 事業完了（予定）年月日 

 

  ５ 収支予算（精算） 

    （１）収 入 

経費の区分 
予   算   （   精   算   ）   額 

計 
県補助金 市町村費 そ  の  他 

     

計     

 

（２）支 出 

経費の区分 予算（精算）額  積算基礎  

   

計   

 

  ６ 添付書類 

  （１）補助金交付申請書には事業計画書を添付すること。 

    （２）補助金実績報告書には請負契約書の写し、検査調書の写し、完成写真、精

算設計書等を添付すること。 

    （３）その他知事が必要と認める書類を添付すること。 

  



事業計画書  

１  事業の概要  

事業種目 設備区分 事     業     内     容 

 

 

 （１） 設置場所 

（２） 供給、利用計画等 

（３） 運用計画 

（注）１  設置場所は、字・地番まで記載する。  
     ２  供給、利用計画等は、施設整備年度の翌年度から３年間の製品の出荷量及び

の販路等を数値で記載する（別紙可）。  
３  運用計画については、設備の管理や利用方法、供給体制や利用促進の取組等

を明らかにする。  
 
２ 事業成果の目標  

設備区分  計画量（m3） 備考  

○年度  ○年度  ○年度  

 

 

 

 

 

(   ) 

 

 

(   ) 

 

 

(   ) 

補助対象設備使用生産量 

 

(JAS認証格付生産量) 

（注）計画量は事業完了年度の翌年度から起算して３年間の数値を記載する。  
 
３ 添付資料  
（１）位置図、配置図等 

（２）見積書・カタログ  
（３）団体等の規約・定款、団体等の決算状況が確認できる書類  
（４）設備の管理・運営の基準等を規定する文書  
（５）その他   



様式第２号  
番      号  

年   月   日  

 
（申請者）殿  

 
山梨県知事    

 
 

中大規模建築物等使用製材供給体制構築事業費補助金交付決定通知書  
 
 

 年  月 日付けで申請のあった中大規模建築物等使用製材供給体制構築事業費

補助金については、同事業費補助金交付要綱第４条第１項の規定により、次のとおり

交付することに決定したので、同交付要綱第４条第２項の規定により通知する。  
 
１ 補助金の交付の対象となる事業は、 年 月 日付けで申請のあった中大規模

建築物等使用製材供給体制構築事業とし、その内容は交付申請書記載のとおりと

する。  
 

２ 補助事業に要する経費及び補助金の交付決定額は、次のとおりとする。  
補助事業に要する経費          円  
補助金の交付決定額           円  

 
３ 補助事業に要する経費の配分は、前記交付申請書記載のとおりとする。  
 
４ 補助事業の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。  
 
５ 補助金の交付の条件は次のとおりとする。  
（１）補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をする場合は、あら

かじめ知事の承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的の達成に

支障がなく補助金の増額を伴わない事業計画の細部の変更についてはこの限り

ではない。  
（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ知事の承認を受けなけ

ればならない。  
（３）補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が

困難となった場合は、すみやかに知事に報告してその指示を受けなければなら

ない。  
（４）補助事業が完了した翌年度から２年以内に製材－機械等級区分構造用製材の

ＪＡＳ認証を取得し、少なくとも５年間は認証を継続しなければならない。  



（５）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、知事が別に定

める期間中においては、知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。  
 
６ 補助金の交付の条件等に違反した場合の措置  
（１）次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消

す場合がある。  
  ア 補助金の他の用途への使用をしたとき  

イ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき  
ウ 補助事業に関し法令等又はこれに基づく知事の処分に違反したとき  
エ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していたとき  

（２）補助金の交付決定を取り消した場合、補助事業等の当該取り消しに係る部分

に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ず

る。  
（３）交付決定の取り消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に

係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき

山梨県補助金等交付規則（昭和３８年６月２０日付け山梨県規則第２５号）で

定める年率の割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。  
（４）補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期

日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき山梨県補助金等

交付規則（昭和３８年６月２０日付け山梨県規則第２５号）で定める年率の割

合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。  
 
７ 補助事業が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行され

ているか確認するため、補助事業の遂行状況について報告させることがある。  
 

８ 補助事業が完了した日（廃止の承認を受けた場合はその承認の日）から起算し

て一箇月を経過した日又は完了した年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い期

日までに、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書に別に定める書類を添

えて知事に報告しなければならない。  
 

９ 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、補助事業終了年度の翌年度から起算して

５年間、整備保管しておかなければならない。ただし、取得財産等の財産処分制

限期間が５年を超えるものについては、当該期間が経過するまで関係書類を保管

しなければならない。  
  



様式第３号 

                                                            番     号 

                                                            年  月  日 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

 

                                             （申請者）                     
                                             名   称                     
                                 代表者氏名                 印   
 

 

中大規模建築物等使用製材供給体制構築事業変更（中止・廃止）承認申請書 

 

   年  月 日付け   第   号で交付決定のあったこのことについて、次

の理由により変更（中止・廃止）したいので、中大規模建築物等使用製材供給体制構

築事業費補助金交付要綱第５条の規定により申請します。 

 

 

○変更の場合 

 １ 変更の理由 

 ２ 変更の内容（第１号様式 ３～６ による） 

（注）上段に変更前の事項を（ ）書きし、下段に変更しようとする事項を記載する

こと。 

その他、知事が必要と認める書類を添付すること。 

 

○中止（廃止）の場合 

 １ 中止（廃止）の理由 

 

 

 



様式第４号  
 
                                                            番     号  
                                                            年  月  日  
 
 
 山梨県知事 殿  
 
 
                        （申請者）  
                           名   称                 
                                  代表者氏名             印  
 
 
 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書  
 
 

年 月 日付け   第   号で額の確定を受けた中大規模建築物等使用

製材供給体制構築事業費補助金について、次のとおり報告します。  
 
１ 事業実績額      
金          円  
 
 
２ 申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額  
金          円  
 
 
３ 添付書類  
（１）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額算出書  
（２）消費税及び地方消費税確定申告書の写し  
（３）その他参考となる書類  
 

 

  



様式第５号  

番      号  

年   月   日  

 

山梨県知事 殿  
                        所在地  

                        団体名  

                        氏名        印  

 

 

中大規模建築物等使用製材供給体制構築事業ＪＡＳ認証取得（継続）報告書  

 

 

  年  月  日付けで別添のとおりＪＡＳ認証を取得（継続）したので、中大規

模建築物等使用製材供給体制構築事業費補助金交付要綱第５条（４）の規定に基

づき報告します。  

 

（注）認証書の写しを添付すること。  

  



様式第６号 

 

番     号 

年  月  日 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

                      （申請者） 

                         名   称                 
                                代表者氏名                  印   
 

 

中大規模建築物等使用製材供給体制構築事業着手報告書 

 

    年  月 日付け   第   号で交付決定のあったこのことについて、中

大規模建築物等使用製材供給体制構築事業費補助金交付要綱第６条第１項の規定に

より、次のとおり報告します。 

 

事業種目   

設備区分  

設置箇所   

事業量   

事業費   

事業費内訳   

請負者 
住所  
氏名  

工期  
 契 約       年  月  日 

 着 手           年  月  日 

 完成（予定）      年  月  日  

備考  
 

  ※契約書（写）、工程表等関係書類を添付する。   



様式第７号  
 

                                                            番     号 

                                                            年  月  日 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

 

                     （申請者） 

                         名   称                 
                                代表者氏名                  印   
 

  
中大規模建築物等使用製材供給体制構築事業費補助金実績報告書 

 

   年  月 日付け   第   号で交付決定のあったこのことについて、中

大規模建築物等使用製材供給体制構築事業費補助金交付要綱第６条第２項の規定に

より、次のとおり報告します。 

 

 

     （以下第１号様式に準ずる。） 

 

 

 

  



様式第８号  

番      号  

年   月   日  

 

山梨県知事 殿  
                        所在地  

                        団体名  

                        氏名        印  

 

 

中大規模建築物等使用製材供給体制構築事業使用実績報告書  

 

 

 中大 規 模 建 築物 等 使用 製 材 供 給体 制 構築 事 業 費 補助 金 交付 要 綱 第 ６条 第 ３ 項

の規定に基づき、別添のとおり使用実績について報告します。  

 

（注）様式第８号別紙を添付すること。  

  



様式第８号別紙  

 

使 用 実 績  

 

設 備  

区 分  

 

実 施  

年 度  

 

指 標  

 

使 用 実 績   

備 考  
年 度  

( 1年 目 )  

年 度  

( 2年 目 )  

年 度  

( 3年 目 )  

  補 助 対 象 設 備 使 用 生 産 量 (m3 )  

 

 

Ｊ Ａ Ｓ 認 証 格 付 生 産 量 (m3 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注 ) 

１  「使用実績」の欄には、上段に各年度の計画量を、中段に各年度の実績量を、

下段に達成率（実績量／計画量）を記載すること。  

２  備考欄に調査方法と調査年月日を記載すること。(別様可 ) 

３  報告年度については、本要綱第６条第３項に基づくこと。  

 

 

 

 

  



様式第９号  

番      号  

年   月   日  

 

（申請者）殿  
 

山梨県知事   
 

中大規模建築物等使用製材供給体制構築事業費補助金交付額の確定通知書 

 

 年   月  日付けで実績報告のあった中大規模建 築 物 等 使 用 製 材 供 給 体 制

構築事業費補助金については、同事業費補助金交付要綱第７条の規定により、次

のとおり確定する。 

 

記 

 

交付確定額 金○○○○円 

  



様式第１０号 

                                                            番     号 

                                                            年  月  日 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

 

                      （申請者） 

                         名   称                 
                                代表者氏名                  印   
 

 

 

中大規模建築物等使用製材供給体制構築事業費補助金財産処分承認申請書 

 

 

   年度中大規模建築物等使用製材供給体制構築事業費補助金に係る補助事業に

より取得した財産を、次のとおり処分したいので、同事業費補助金交付要綱第９条第

２項に基づき、申請します。 

 

 

 １ 処分しようとする財産の明細 

 

 

  ２ 処分の内容 

 

 

 ３ 処分しようとする理由 

 

 

 ４ その他必要な書類  
 


